
猫に関する法令等の一部 

動物の愛護及び管理に関する法律・抜粋 （昭和 48年 10月 1日法律第 105号） 

（目的）  

第一条  この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、

動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保

持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に

動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び

平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に

関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び

財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を

防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図

ることを目的とする。  

（基本原則）  

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、

何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめ

ることのないようにするのみでなく、人と動物の共

生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱

うようにしなければならない。  

２  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又

は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適

切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動

物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うた

めの環境の確保を行わなければならない。 

（動物の所有者又は占有者の責務等）  

第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるもので

ある動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び

管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をそ

の種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管す

ることにより、動物の健康及び安全を保持するよう

に努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは

財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさ

せ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めな

ければならない。  

２  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は

占有する動物に起因する感染性の疾病について正し

い知識を持ち、その予防のために必要な注意を払う

ように努めなければならない。  

３  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は

占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。  

４  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は

保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、

できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に

飼養すること（以下「終生飼養」という。）に努めな

ければならない。  

５  動物の所有者は、その所有する動物がみだりに

繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、

繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。  

６  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所

有に係るものであることを明らかにするための措置

として環境大臣が定めるものを講ずるように努めな

ければならない。  

７  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動

物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めること

ができる。 

（犬及び猫の繁殖制限）  

第三十七条  犬又は猫の所有者は、これらの動物が

みだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を

与えることが困難となるようなおそれがあると認め

る場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能

にする手術その他の措置をするように努めなければ

ならない。  

２  都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定に

よる犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する

措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を

行うように努めなければならない。 

第六章 罰則  

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけ

た者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に

処する。  

２  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水

をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持する

ことが困難な場所に拘束することにより衰弱させる

こと、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ

て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を

行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛

護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理

するものにおいて飼養し、又は保管することその他

の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。  



３  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に

処する。  

４  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に

掲げる動物をいう。  

一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさ

ぎ、鶏、いえばと及びあひる  

二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有してい

る動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 

 

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準・抜粋 （平成 14年環境省告示第 37号） 

第５ 猫の飼養及び保管に関する基準 

１ 猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及

び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことの

ないよう努めること。 

２ 猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防

止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保

全の観点から、当該猫の屋内飼養に努めること。屋

内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、

屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健

康及び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等

の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民

の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないよう

に努めること。 

３ 猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほ

か、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、

不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。 

４ 猫の所有者は、やむを得ず猫を継続して飼養する

ことができなくなった場合には、適正に飼養するこ

とのできる者に当該猫を譲渡するように努めるこ

と。なお、都道府県等に引取りを求めても、終生飼

養の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由が

ないと認められる場合には、これが拒否される可能

性があることについて十分認識すること。 

６ 飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢

手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、

給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域

猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に

配慮した管理を実施するよう努めること。 

 

岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例・抜粋（平成 18年 3月 23日条例第 20号） 

（県民の責務） 

第五条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が

行う動物の愛護及び管理に関する施策に協力する

よう努めなければならない。 

（飼い主の責務） 

第六条 飼い主は、動物の生態、習性及び生理を理解

し、動物の健康及び安全を保持するよう努めるとと

もに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加

え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように飼養し

なければならない。 

２ 飼い主は、畜産その他の正当な理由がある場合を

除き、動物を終生飼養するよう努めるとともに、や

むを得ず動物を終生にわたり飼養することが困難

となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努

めなければならない。 

３ 飼い主は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な

飼養を受ける機会を与えることが困難となるよう

なおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止

するため、生殖を不能にする手術その他の措置をと

るよう努めなければならない。 

（猫の飼い主の遵守事項） 

第九条 猫の飼い主は、第七条各号に掲げる事項のほ

か、その飼養する猫について、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

一 猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場

合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖するこ

とを防止するため、必要な措置をとるよう努めるこ

と。 

二 首輪をつける等猫が自己の所有に係るものであ

ることを明らかにするための措置をとるよう努め

ること。 

 

坂祝町ポイ捨て等防止条例・抜粋（平成 23年 3 月 18日条例第 8号） 

(飼い主の責務) 

第７条 飼い主は、ふん害の防止に努めるとともに、

町が実施する施策に協力するものとする。 


